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議会だより しき

志木市民病院経営形態見直し議論
指定管理者制度導入を賛成少数で否決（Ｐ２）
第３回定例会の議案等一覧及び審議結果、
各議員の採決結果（Ｐ３）
一般質問（Ｐ４～Ｐ10）
議会の豆知識（P11）
志木市立市民病院の事業経営形態見直しにおける、
さらなる議論構築に向けての決議（P12）

お母さん 一人ですべれるよ
ひばり児童公園にて



議会だより

ききし

志木市民病院経営形態見直し議論
指定管理者制度導入を賛成少数で

否決
　

平
成
24
年
９
月
議
会
に
お
い
て
、
市
民
病

院
に
※
指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
民
間
法

人
等
に
運
営
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
議

案
﹁
志
木
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る

条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
﹂︵
第
50
号

議
案
︶
が
執
行
部
よ
り
市
議
会
へ
提
出
さ
れ

ま
し
た
。

　

こ
の
議
案
が
付
託
さ
れ
た
総
務
常
任
委
員

会
で
は
、
９
月
12
日
に
審
査
が
行
わ
れ
、﹁
指

定
管
理
者
に
委
託
す
る
な
ら
ば
、
市
か
ら
補

助
金
的
性
格
の
政
策
的
医
療
交
付
金
を
出
す

必
要
は
な
い
の
で
は
な
い
か
﹂、﹁
指
定
管
理

者
制
度
を
導
入
し
て
も
、
小
児
科
・
小
児
救

急
の
継
続
は
期
待
で
き
ず
、
民
間
譲
渡
や
病

院
規
模
の
縮
小
な
ど
の
議
論
も
必
要
で
は
な

い
か
﹂、﹁
指
定
管
理
者
制
度
の
場
合
、
他
市

の
事
例
で
も
結
局
市
が
赤
字
補
填
を
し
て
い

る
事
例
も
あ
る
。
市
か
ら
の
将
来
財
政
負
担

が
不
透
明
な
ま
ま
、
経
営
形
態
を
行
政
の
関

与
が
残
る
指
定
管
理
者
制
度
に
移
行
す
る
の

は
問
題
が
多
い
﹂、﹁
病
院
を
新
築
移
転
す
る

必
要
が
あ
る
の
か
。市
が
目
指
す
病
院
像
と
、

市
民
が
求
め
る
病
院
像
に
隔
た
り
が
あ
る
﹂

な
ど
議
案
に
対
し
て
様
々
な
意
見
が
あ
り
ま

し
た
。
結
果
、
委
員
会
で
の
採
決
は
賛
成
少

数
で
否
決
と
な
り
ま
し
た
。

　

９
月
26
日
の
本
会
議
で
は
、
総
務
常
任
委

員
会
委
員
長
よ
り
否
決
の
報
告
が
さ
れ
た

後
、
第
50
号
議
案
を
継
続
審
査
と
す
べ
き
と

の
動
議
が
提
出
さ
れ
ま
し
た
が
、
賛
成
少
数

で
否
決
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
後
の
議
案
に
対

す
る
討
論
で
は
、
反
対
の
立
場
か
ら
﹁
市
民

議案の提出

執
行
部
︵
市
長
︶

本
会
議

総
務
常
任
委
員
会

審査・採決
第
50
号
議
案　

賛
成
少
数
で
否
決

本
会
議
︵
総
括
質
疑
︶

※
基
本
的
な
事
項
の
質
疑
が
さ
れ
ま
し
た

第
50
号
議
案　

賛
成
少
数
で
否
決

決
議
第
１
号　

全
会
一
致
で
可
決

討論・採決

第
50
号
議
案
の
提
出

第
50
号
議
案
を
付
託

第
50
号
議
案
の
経
緯

や
議
会
に
対
す
る
説
明
が
不
足
し
て
い
る
。

指
定
管
理
者
制
度
を
導
入
し
た
場
合
の
将
来

財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
が
不
透
明
﹂、
賛

成
の
立
場
か
ら
﹁
直
営
に
よ
る
経
営
を
続
け

た
場
合
、
来
年
度
、
こ
れ
ま
で
以
上
の
税
金

投
入
が
必
要
な
こ
と
を
考
え
る
と
、
指
定
管

理
者
制
度
の
導
入
が
最
善
﹂
と
の
意
見
が
そ

れ
ぞ
れ
あ
り
、
本
会
議
で
の
議
長
を
除
く
全

議
員
に
よ
る
採
決
は
、
反
対
９
、
賛
成
３
、

棄
権
２
、
結
果
、
賛
成
少
数
で
第
50
号
議
案

﹁
志
木
市
病
院
事
業
の
設
置
等
に
関
す
る
条

例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
﹂
は
否
決
と
な

り
ま
し
た
。

　

な
お
、
こ
う
し
た
状
況
を
も
踏
ま
え
、
市

議
会
で
は
執
行
部
と
綿
密
に
議
論
を
深
め
る

こ
と
、
さ
ら
に
執
行
部
に
対
し
て
市
民
や
議

会
へ
の
詳
細
な
情
報
提
供
と
説
明
責
任
を
求

め
る
観
点
か
ら
、﹁
志
木
市
立
市
民
病
院
の

事
業
経
営
形
態
見
直
し
に
お
け
る
、
さ
ら
な

る
議
論
構
築
に
向
け
て
の
決
議
﹂
を
全
会
一

致
で
可
決
し
、
去
る
10
月
５
日
よ
り
、
今
後

の
市
民
病
院
の
経
営
形
態
の
あ
り
方
に
つ
い

て
、
全
員
協
議
会
の
場
に
お
い
て
執
行
部
を

交
え
議
論
を
開
始
し
た
と
こ
ろ
で
す
。︵
決

議
内
容
は
Ｐ
12
に
掲
載
︶

※
指
定
管
理
者
制
度

　

公
の
施
設
の
管
理
・

運
営
を
、
地
方
公
共

団
体
が
指
定
す
る
法

人
や
そ
の
他
の
団
体

に
行
わ
せ
る
制
度
。

全員協議会が開かれています

様々な質疑が
行われました

（２Ｐ２段目８行目から）

反対討論・賛成討論が
それぞれ行われました
（２Ｐ２段目31行目から）
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平成 24 年第３回志木市議会定例会議案等一覧及び審議結果
平成 24 年９月３日・26 日

議案等番号 件　　　　　　名 審議結果 採決状況
第41号議案 志木市教育委員会委員の任命について 原案同意 全会一致
第42号議案 平成24年度志木市一般会計補正予算（第２号） 原案可決 賛成多数
第43号議案 平成24年度志木市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第44号議案 平成24年度志木市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第45号議案 平成24年度志木市館第一排水ポンプ場特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第46号議案 平成24年度志木市志木駅東口地下駐車場事業特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第47号議案 平成24年度志木市介護保険特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第48号議案 平成24年度志木市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 原案可決 全会一致
第49号議案 志木市防災会議条例及び志木市災害対策本部条例の一部を改正する条例 原案可決 全会一致
第50号議案 志木市病院事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例 原案否決 賛成少数
第51号議案 平成23年度志木市一般会計歳入歳出決算認定について 原案認定 賛成多数
第52号議案 平成23年度志木市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定 賛成多数
第53号議案 平成23年度志木市下水道事業特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定 賛成多数
第54号議案 平成23年度志木市館第一排水ポンプ場特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定 全会一致

第55号議案 平成23年度志木市志木駅東口地下駐車場事業特別会計歳入歳出決算認定
について 原案認定 全会一致

第56号議案 平成23年度志木市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定 全会一致
第57号議案 平成23年度志木市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 原案認定 全会一致

第58号議案 平成23年度志木市水道事業利益剰余金の処分及び決算の認定について 原案可決
及び認定 全会一致

第59号議案 平成23年度志木市病院事業決算の認定について 原案認定 全会一致
陳情第４号 所得税法第56条の廃止の意見書を国に上げることを求める陳情書 不　採　択 賛成多数

決議第１号 志木市立市民病院の事業経営形態見直しにおける、さらなる議論構築に
向けての決議 原案可決 全会一致

賛
否
の
分
か
れ
た
議
案
の
採
決
結
果

議席番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

議　員　氏　名
高
浦
康
彦

水
谷
利
美

河
野
芳
徳

小
山
幹
雄

有
賀
千
歳

内
山
純
夫

吉
川
義
郎

西
川
和
男

香
川
武
文

伊
地
知
伸
久

池
ノ
内
秀
夫

永
井
誠

磯
野
晶
子

鈴
木
潔

天
田
い
づ
み

平成24年度志木市一般会計補正予算(第２号) 反
対
反
対
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
議
長
の
た
め
議
決
に
加
わ
ら
ず

賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

志木市病院事業の設置等に関する条例の一部
を改正する条例

棄
権
棄
権
反
対
反
対
反
対
反
対
反
対
反
対
反
対

賛
成
賛
成
反
対
反
対
賛
成

平成23年度志木市一般会計歳入歳出決算認定
について

反
対
反
対
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

平成23年度志木市国民健康保険特別会計歳入
歳出決算認定について

反
対
反
対
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

平成23年度志木市下水道事業特別会計歳入歳
出決算認定について

反
対
反
対
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

賛
成
賛
成
賛
成
賛
成
賛
成

所得税法第56条の廃止の意見書を国に上げる
ことを求める陳情書

採
択
採
択
不
採
択

不
採
択
採
択
不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択

不
採
択
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議会だより

ききし 議案等一覧及び審議結果、各議員の採決結果



一
般
質
問
　
市
民
病
院
関
連
の
質
問
が
集
中

　９月定例会の一般質問は、９月19日
（水）、20日（木）、21日（金）に行われ、
12名の議員が市政について質問を行い、
活発な議論が展開されました。

質問した議員

　有賀　千歳 議員

　香川　武文 議員

　池ノ内秀夫 議員

　西川　和男 議員

　吉川　義郎 議員

　河野　芳徳 議員

　磯野　晶子 議員

　鈴木　　潔 議員

　高浦　康彦 議員

　水谷　利美 議員

　天田いづみ 議員

　小山　幹雄 議員

　（質問順）
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議会だより

ききし一般質問



有賀 千歳
みんなの志木

香川 武文
しきの会

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
志
木
市
の
子
ど
も
の
学
力
に
つ
い
て

●
志
木
市
の
ス
ポ
ー
ツ
参
加
者
の
現
状
に
つ

い
て

●
シ
ニ
ア
世
代
が
超
高
齢
者
社
会
を
支
え
る

側
に
す
る
施
策
に
つ
い
て

い
じ
め
問
題
に
つ
い
て

◉
有
賀
議
員　

い
じ
め
問
題
は
、
人
間
の
尊

厳
と
人
権
に
か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
と
考
え

る
。
大
津
市
の
中
学
２
年
生
の
い
じ
め
に
よ

る
自
殺
、
県
内
で
も
、
さ
い
た
ま
市
の
同
級

生
に
対
し
て
の
い
じ
め
に
よ
る
傷
害
事
件
、

い
じ
め
に
関
係
す
る
事
件
・
事
故
が
多
発
し

て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　

い
じ
め
解
決
策
と
し
て
、
学
校
で
の
対
応

の
仕
方
、
い
じ
め
と
の
向
き
合
い
方
、
教
育

委
員
会
制
度
な
ど
い
ろ
い
ろ
な
重
要
課
題
が

考
え
ら
れ
る
が
、
本
市
に
お
け
る
い
じ
め
の

実
態
、
各
学
校
に
お
け
る
指
導
、
実
態
調
査

は
、
ど
う
な
っ
て
い
る
の
か
。

　

ま
た
、
現
状
の
教
育
委
員
会
制
度
に
つ
い

て
ど
う
考
え
て
い
る
の
か
。

　

さ
ら
に
、
今
後
の
指
導
、
支
援
の
あ
り
方

に
つ
い
て
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
を
各

学
校
に
必
ず
１
名
ず
つ
配
置
す
る
考
え
は
な

い
か
聞
く
。

◦
教
育
長　

平
成
23
年
度
の
本
市
の
い
じ
め

の
認
知
件
数
は
、小
学
校
５
件
、中
学
校
７
件

と
な
っ
て
い
る
。
各
学
校
で
い
じ
め
を
把
握

し
た
と
き
の
対
応
は
、
速
や
か
に
全
教
職
員

で
問
題
の
共
有
化
を
図
り
、
組
織
的
に
対
応

し
て
い
る
。ま
た
、児
童
・
生
徒
に
対
し
て
は
、

家
庭
訪
問
や
面
談
に
よ
り
、
学
校
と
家
庭
が

協
力
し
解
決
に
向
け
た
指
導
に
努
め
、
必
要

に
応
じ
て
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
や
相
談

員
に
よ
る
支
援
や
関
係
機
関
と
連
携
を
取
り

な
が
ら
、
い
じ
め
の
解
消
に
努
め
て
い
る
。

　

い
じ
め
の
実
態
調
査
は
、
現
在
、
県
で
年
２

回
、
市
で
独
自
に
毎
学
期
ご
と
、
国
が
年
１
回

実
施
し
て
お
り
、
教
育
委
員
会
は
、
生
徒
指
導

主
任
会
等
で
い
じ
め
の
対
応
に
つ
い
て
情
報
交

換
、
研
修
会
を
実
施
す
る
な
ど
、
速
や
か
な
問

題
解
決
が
図
れ
る
よ
う
支
援
を
行
っ
て
い
る
。

　

ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ
ラ
ー
に
つ
い
て
は
、

各
中
学
校
に
１
名
、
小
学
校
に
も
毎
週
必
ず

１
回
派
遣
す
る
制
度
を
設
け
て
い
る
。

　
◦
市
長　

現
状
の
教
育
委
員
会
制
度
は
、
教

育
委
員
会
と
市
長
部
局
と
が
、
そ
れ
ぞ
れ
独

立
し
た
執
行
機
関
と
い
う
位
置
づ
け
に
な
っ

て
お
り
、
お
互
い
の
組
織
が
行
政
課
題
に
応

じ
て
必
要
な
連
携
を
図
り
つ
つ
、
課
題
に
対

応
し
て
い
く
べ
き
も
の
と
認
識
し
て
い
る
。

◉
香
川
議
員　

市
民
病
院
は
、
平
成
20
年
度

か
ら
地
方
公
営
企
業
法
を
全
部
適
用
し
、
病

院
経
営
に
取
り
組
ん
で
き
た
。

　

新
た
な
経
営
形
態
を
模
索
す
る
中
、
平
成

24
年
１
月
に
市
民
病
院
改
革
委
員
会
を
設
置

し
、
他
の
経
営
主
体
が
病
院
を
運
営
す
る
こ

と
を
前
提
と
し
た
指
定
管
理
者
制
度
や
独
立

行
政
法
人
制
度
の
導
入
が
提
言
さ
れ
た
。

　

そ
の
後
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
会
議

に
よ
り
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
の
結
論
に

至
り
、
議
会
に
報
告
さ
れ
た
。
指
定
管
理
者

導
入
に
よ
る
将
来
財
政
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン

に
つ
い
て
、
歳
入
は
多
く
、
歳
出
は
少
な
く

と
の
試
算
は
説
得
力
に
欠
け
る
。

　

市
民
病
院
の
経
営
形
態
を
選
択
す
る
に
当

た
っ
て
、
市
が
病
院
経
営
の
リ
ス
ク
か
ら
い

か
に
解
放
さ
れ
る
か
、そ
の
要
件
と
し
て
は
、

市
に
追
加
的
な
負
担
が
な
い
こ
と
、
資
金
調

達
を
、
病
院
が
自
力
で
行
う
こ
と
。
こ
の
条

件
が
満
た
さ
れ
な
い
限
り
、
指
定
管
理
者
制

度
導
入
を
前
提
と
し
な
い
議
論
、
民
間
譲
渡

に
向
け
た
議
論
に
も
移
る
べ
き
で
あ
る
と
考

え
る
が
い
か
が
か
。

◦
市
長　

市
民
病
院
は
、
地
方
公
営
企
業

法
の
全
部
適
用
を
位
置
づ
け
、
一
時
的
に

経
営
の
好
調
の
き
ざ
し
が
見
ら
れ
、
当
時

と
し
て
は
最
善
の
選
択
で
あ
っ
た
と
認
識

を
し
て
い
る
。

　

し
か
し
、
常
勤
医
師
の
退
職
に
伴
う
患
者

数
の
減
少
は
病
院
の
経
営
に
大
き
な
影
響
を

与
え
、
医
師
の
確
保
が
喫
緊
の
課
題
と
な
っ

て
い
る
。
指
定
管
理
者
制
度
の
導
入
に
つ
い

て
幾
つ
か
の
医
療
機
関
な
ど
と
意
見
交
換
を

し
た
が
、
市
民
病
院
で
現
在
標
榜
し
て
い
る

す
べ
て
の
診
療
科
目
を
実
施
す
る
の
は
大
変

難
し
い
と
の
意
見
で
あ
り
、
特
に
小
児
の
救

急
医
療
を
担
う
の
は
厳
し
い
と
の
意
見
で

あ
っ
た
。

　

指
定
管
理
者
の
募
集
は
、
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル

方
式
で
行
い
、
現
在
の
診
療
科
目
や
市
民
病

院
の
現
状
機
能
の
維
持
に
努
め
て
い
た
だ
く

こ
と
を
希
望
し
て
い
る
が
、
こ
の
地
域
で
求

め
ら
れ
る
安
心
・
安
全
な
地
域
医
療
を
提
供

で
き
る
医
療
体
制
づ
く
り
に
努
め
て
い
く
。

　

民
間
譲
渡
し
た
場
合
に
は
、
受
け
る
医
療

機
関
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
病
院
の
建
て
か

え
が
必
要
と
な
り
、
一
定
の
空
白
期
間
が
生

じ
る
こ
と
や
病
院
職
員
の
身
分
が
懸
念
さ

れ
、
指
定
管
理
者
制
度
が
最
善
の
選
択
肢
で

あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。

市
民
病
院
経
営
形
態
変
更
に

向
け
て
の
課
題
認
識
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
口
座
振
替
不
能
通
知
書
の
改
善
に
つ
い
て
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西川 和男
公明党

池ノ内秀夫
市政研究会

◦
健
康
福
祉
部
長　

本
制
度
の
事
業
費
は
市

民
の
方
か
ら
の
貴
重
な
市
税
を
財
源
と
し
て

お
り
、
負
担
と
給
付
の
公
平
性
の
観
点
か

ら
、
市
税
や
保
険
料
等
を
完
納
要
件
と
し
て

い
る
。
他
の
議
員
か
ら
も
見
直
し
の
提
言
が

あ
る
の
で
、
制
度
全
般
に
つ
い
て
平
成
25
年

度
に
向
け
て
方
向
性
を
見
出
し
て
い
く
。

　

次
に
、
本
市
に
お
い
て
は
、
学
童
保
育
条

例
施
行
規
則
に
よ
り
、
保
育
年
齢
を
小
学
校

１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
の
児
童
と
定
め
る

と
と
も
に
、
障
が
い
の
あ
る
児
童
に
つ
い
て

は
、
４
年
生
以
上
も
入
所
を
認
め
て
い
る
。

　

学
年
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
施
設
整
備

の
面
や
保
護
者
の
ニ
ー
ズ
な
ど
、
多
角
的

に
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
現

時
点
で
は
学
年
を
拡
大
す
る
こ
と
の
見
直

し
を
し
て
い
な
い
が
、
今
後
も
学
童
保
育

ク
ラ
ブ
に
お
け
る
児
童
の
健
全
育
成
の
充

実
を
図
っ
て
い
く
。

志
木
市
の
教
育
と

い
じ
め（
犯
罪
）問
題
に
つ
い
て

◉
池
ノ
内
議
員　

滋
賀
県
大
津
市
で
の
、

い
じ
め
問
題
が
大
き
な
社
会
問
題
と
な
っ

て
い
る
。

　

本
市
の
小
・
中
学
校
で
の
い
じ
め︵
犯
罪
︶

問
題
に
対
す
る
取
り
組
み
と
対
応
に
つ
い

て
、
文
部
科
学
省
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
状

況
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
。
市
教
育
委
員
会
と

し
て
の
独
自
調
査
は
行
っ
た
の
か
、
そ
の
結

果
は
ど
う
で
あ
っ
た
の
か
。
学
校
現
場
、
教

師
へ
の
指
導
徹
底
は
さ
れ
て
い
る
の
か
。
原

因
と
さ
れ
る
隠
ぺ
い
体
質
排
除
に
向
け
た
取

り
組
み
は
さ
れ
て
い
た
の
か
。
い
じ
め︵
犯

罪
︶撲
滅
へ
向
け
た
授
業
を
行
う
考
え
は
あ

る
か
。
い
じ
め︵
犯
罪
︶を
早
く
見
つ
け
る
た

め
の
生
徒
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
は
あ
る
の
か
。

　

い
じ
め
問
題
に
対
し
て
、
目
を
つ
ぶ
っ
て

し
ま
う
、見
て
見
な
い
ふ
り
を
し
て
し
ま
う
。

こ
の
原
因
は
、
教
師
や
学
校
の
評
価
が
下
が

る
か
ら
と
、
隠
ぺ
い
体
質
に
つ
い
て
報
道
な

ど
で
多
く
言
わ
れ
て
い
る
が
教
育
委
員
会
委

員
長
の
所
見
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
聞
く
。

◦
教
育
長　

い
じ
め
は
、
人
間
と
し
て
絶
対

に
許
さ
れ
な
い
こ
と
で
、
文
部
科
学
省
及
び

県
教
育
委
員
会
の
取
り
組
み
に
対
応
す
る
と

と
も
に
、
学
校
へ
の
指
導
を
図
り
、
い
じ
め

防
止
の
対
応
の
協
議
を
し
、
各
学
校
で
対
応

を
図
っ
て
き
た
。

　

文
部
科
学
省
の
ア
ン
ケ
ー
ト
は
、
い
じ
め

問
題
に
関
す
る
児
童
・
生
徒
の
実
態
把
握
並

び
に
学
校
等
の
取
り
組
み
状
況
の
緊
急
調
査

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
直
近
の
教
育
委
員
会
の

独
自
調
査
に
つ
い
て
は
、
７
月
に
実
施
、
小

学
校
４
件
、
中
学
校
５
件
の
い
じ
め
の
実
態

を
把
握
し
、
現
在
は
解
消
し
て
い
る
。

　

教
師
へ
の
指
導
徹
底
や
い
じ
め
撲
滅
対
応

の
授
業
及
び
隠
ぺ
い
体
質
に
つ
い
て
は
、
生

徒
指
導
主
任
会
を
通
じ
て
、
情
報
の
共
有
化

や
組
織
対
応
の
重
要
性
を
深
め
る
と
と
も

に
、
朝
霞
警
察
署
と
連
携
し
た
研
修
を
実
施

し
た
。

　

生
徒
指
導
マ
ニ
ュ
ア
ル
に
つ
い
て
は
、
県

教
育
委
員
会
の
マ
ニ
ュ
ア
ル
な
ど
を
参
考

に
、
独
自
に
整
備
し
対
応
し
て
い
る
。

◦
教
育
委
員
会
委
員
長　

い
じ
め
の
兆
候
を

い
ち
早
く
把
握
し
、
迅
速
に
対
応
す
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。
隠
ぺ
い
体
質
に

よ
っ
て
教
師
や
学
校
を
評
価
を
す
る
こ
と
は

な
い
と
考
え
る
。

◉
西
川
議
員　

本
市
が
行
っ
て
い
る
子
ど
も

医
療
費
助
成
事
業
は
、
市
民
か
ら
の
貴
重
な

税
金
を
財
源
と
し
て
お
り
、
負
担
と
公
平
を

図
る
こ
と
か
ら
、
市
税
等
を
３
月
31
日
ま
で

に
完
納
し
て
い
な
け
れ
ば
要
件
が
満
た
さ
れ

ず
、
一
定
期
間
受
給
は
受
け
ら
れ
な
い
。
完

納
が
数
日
お
く
れ
と
、
受
給
さ
れ
な
い
、
志

木
市
は
厳
し
過
ぎ
る
と
の
声
が
寄
せ
ら
れ
て

い
る
。
子
ど
も
医
療
費
の
受
給
要
件
に
お
け

る
完
納
要
件
の
緩
和
の
検
討
や
見
直
す
考
え

は
な
い
か
聞
く
。

　

次
に
、
本
市
の
学
童
保
育
ク
ラ
ブ
の
対
象

学
年
が
小
学
校
１
年
生
か
ら
３
年
生
ま
で
と

な
っ
て
い
る
が
、
国
会
で
児
童
福
祉
法
が
改

正
さ
れ
、
小
学
校
６
年
生
ま
で
の
保
育
が
可

能
と
な
っ
た
。

　

ま
た
、
児
童
福
祉
法
で
は
、
要
件
に
合
致

し
な
い
た
め
に
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
ら
れ
な
い

子
ど
も
が
多
数
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、﹁
保

育
に
欠
け
る
﹂
か
ら
﹁
保
育
を
必
要
と
す
る

児
童
﹂
へ
と
、
対
象
が
拡
大
さ
れ
た
。
本
市

に
お
い
て
も
、
学
童
保
育
の
対
象
学
年
の
拡

大
を
進
め
る
考
え
は
な
い
か
聞
く
。

子
育
て
支
援
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
教
育
行
政
に
つ
い
て

●
市
民
病
院
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
志
木
市
公
共
施
設
安
心
・
安
全
化
計
画
に

つ
い
て
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河野 芳徳
しきの会

吉川 義郎
公明党

市
民
病
院
に
つ
い
て

◉
吉
川
議
員　

市
民
病
院
の
経
営
形
態
等
の

検
討
事
項
に
関
す
る
調
査
研
究
報
告
及
び
市

民
病
院
指
定
管
理
者
公
募
の
ご
案
内
の
内
容

に
関
し
、
総
務
省
の
公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
で
は
、
病
院
の
経
営
形
態
の
見
直
し

だ
け
で
は
な
く
、
病
院
経
営
の
効
率
化
や
地

域
全
体
で
必
要
な
医
療
サ
ー
ビ
ス
が
提
供
で

き
る
病
院
の
再
編
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
化
と
い
う

視
点
で
、
病
院
改
革
を
一
体
的
に
推
進
す
る

必
要
が
あ
る
と
断
言
し
て
い
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
病
院
の
経
営
形
態
の
見
直
し
だ
け
の

検
討
し
か
し
な
か
っ
た
理
由
は
な
ぜ
か
。

　

市
民
病
院
の
経
営
形
態
を
検
討
す
る
上

で
、
市
民
病
院
を
診
療
所
に
す
る
こ
と
や
民

間
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
検
討
し
た
の
か
。

　

ま
た
、
市
民
病
院
の
建
て
か
え
を
検
討
す

る
前
に
、
現
在
の
病
院
を
リ
フ
ォ
ー
ム
す
る

こ
と
は
検
討
し
た
の
か
。

　

さ
ら
に
、
総
務
省
の
公
立
病
院
改
革
ガ
イ

ド
ラ
イ
ン
を
ど
の
よ
う
に
評
価
し
て
い
る
の

か
聞
く
。

◦
病
院
事
業
管
理
者
職
務
代
理
者　

市
民

病
院
は
、
平
成
20
年
４
月
に
地
方
公
営
企

業
法
の
全
部
適
用
以
来
、
病
院
事
業
管
理

者
の
も
と
病
院
経
営
の
健
全
化
を
図
り
な

が
ら
安
心
・
安
全
な
地
域
医
療
の
提
供
に

努
め
て
き
た
。

　

し
か
し
、
関
連
大
学
病
院
等
を
持
た
な
い

市
民
病
院
は
、
常
勤
医
師
の
確
保
が
経
営
改

善
策
の
最
重
要
課
題
で
あ
り
、
指
定
管
理
者

制
度
は
、
医
療
提
供
体
制
に
応
じ
た
常
勤
医

師
を
確
保
で
き
る
も
の
と
認
識
し
て
お
り
、

安
心
・
安
全
な
地
域
医
療
を
提
供
す
る
た
め

に
は
、
経
営
の
健
全
化
と
い
う
観
点
か
ら
も

経
営
形
態
の
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
。

　

公
立
病
院
改
革
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
に
示
さ

れ
て
い
る
選
択
肢
は
、
現
在
実
施
し
て
い

る
地
方
公
営
企
業
法
の
全
部
適
用
の
ほ
か
、

地
方
独
立
行
政
法
人
化
、
指
定
管
理
者
制

度
、
民
間
譲
渡
、
診
療
所
化
な
ど
だ
が
、

市
民
病
院
を
廃
止
す
る
と
い
う
選
択
肢
は

考
え
て
い
な
い
。
ま
た
、
本
市
の
置
か
れ

た
医
療
環
境
、
市
民
病
院
の
役
割
、
将
来

的
な
財
政
負
担
を
考
え
る
と
、
指
定
管
理

者
制
度
へ
の
速
や
か
な
移
行
が
最
も
適
切

な
選
択
肢
で
あ
る
と
認
識
し
て
い
る
。
さ

ら
に
、
現
在
の
市
民
病
院
は
、
築
後
34
年

を
経
過
し
老
朽
化
し
て
お
り
、
市
民
病
院

の
建
て
か
え
は
必
要
不
可
欠
で
あ
る
。

◉
河
野
議
員　

小
児
の
第
２
次
救
急
の
輪
番

制
を
８
月
以
降
は
埼
玉
病
院
が
担
当
し
、
10

月
以
降
は
富
士
見
市
内
の
イ
ム
ス
富
士
見
総

合
病
院
が
加
わ
る
予
定
で
あ
る
。
イ
ム
ス
富

士
見
総
合
病
院
や
本
市
民
の
利
用
が
多
い
、

近
隣
市
の
医
療
機
関
な
ど
を
朝
霞
地
区
４
市

同
様
の
窓
口
払
い
が
不
要
な
医
療
機
関
と
し

て
拡
大
す
る
考
え
は
な
い
か
。

　

こ
の
問
題
は
、
医
師
会
と
の
問
題
も
あ

り
、
難
し
い
課
題
だ
と
理
解
し
て
い
る
が
、

市
民
サ
ー
ビ
ス
を
考
え
る
と
、
本
市
に
近

い
自
治
体
に
あ
る
病
院
の
医
療
費
窓
口
払

い
不
要
を
拡
大
す
べ
き
と
考
え
る
。
今
後

は
休
日
、
夜
間
に
お
け
る
救
急
等
は
イ
ム

ス
富
士
見
総
合
病
院
な
ど
、
朝
霞
地
区
４

市
以
外
に
か
か
る
可
能
性
が
あ
る
。
ほ
と

ん
ど
の
医
療
機
関
で
は
、
休
日
、
夜
間
に

診
察
し
た
料
金
は
そ
の
場
で
支
払
う
こ
と

に
な
っ
て
い
る
。
イ
ム
ス
富
士
見
総
合
病

院
も
同
様
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
窓
口
払
い

の
不
要
の
拡
大
を
し
て
い
く
考
え
は
な
い

か
聞
く
。

◦
健
康
福
祉
部
長　

子
ど
も
医
療
費
の
現
物

給
付
︵
医
療
機
関
で
の
窓
口
払
い
が
不
要
︶

で
の
助
成
を
実
施
し
て
い
る
の
は
、
朝
霞
地

区
４
市
の
医
療
機
関
等
で
の
通
院
分
に
限
っ

て
い
る
。

　

現
物
給
付
の
拡
大
に
つ
い
て
は
、
市
民
協

働
運
営
会
議
で
も
提
言
が
あ
る
が
、
医
師
会

の
エ
リ
ア
が
異
な
る
こ
と
か
ら
、
関
係
機
関

と
の
調
整
が
必
要
で
あ
る
と
認
識
し
て
い

る
。
今
後
、
県
も
小
児
の
２
次
救
急
医
療
圏

を
６
市
１
町
へ
変
更
す
る
と
聞
い
て
い
る
の

で
、
対
応
が
可
能
か
ど
う
か
関
係
機
関
と
調

整
し
て
い
く
。
し
か
し
現
時
点
で
は
現
物
給

付
助
成
の
医
療
機
関
を
拡
大
す
る
こ
と
に
つ

い
て
は
難
し
い
問
題
と
と
ら
え
て
い
る
。

子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
に

つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
ス
ク
ー
ル
の
設
置
に
つ

い
て

●
子
育
て
支
援
セ
ン
タ
ー
に
つ
い
て

●
交
通
安
全
に
つ
い
て

●
防
災
行
政
無
線
内
容
の
周
知
方
法
に
つ

い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
教
育
環
境
の
改
善
に
つ
い
て
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磯野 晶子
公明党

鈴木 　潔
しきの会

水
道
料
金
に
つ
い
て

◉
磯
野
議
員　

自
然
災
害
か
ら
身
を
守
る
に

は
、
自
分
自
身
を
守
る
自
助
、
地
域
の
人
で

助
け
合
う
共
助
、
行
政
に
よ
る
公
助
の
３
つ

の
連
携
が
大
事
で
防
災
の
基
本
は
、
自
助
、

共
助
で
あ
る
と
考
え
る
。

　

防
災
訓
練
の
多
く
が
土
曜
日
や
日
曜
日
に

実
施
さ
れ
て
い
る
が
、
災
害
の
発
生
は
平
日

に
起
き
る
可
能
性
が
高
い
。
平
日
の
災
害
に

お
け
る
地
域
の
避
難
訓
練
は
町
内
会
等
に
周

知
、
啓
発
が
必
要
と
考
え
る
が
、
平
日
の
避

難
訓
練
に
つ
い
て
、
聞
く
。

　

今
月
下
旬
よ
り
新
し
い
災
害
時
要
援
護
者

台
帳
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
こ

の
台
帳
に
登
録
す
る
方
や
対
象
者
に
な
ら
な

い
が
昼
間
一
人
に
な
る
高
齢
者
や
障
が
い

者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
病
弱
者
等
、
災
害

で
避
難
所
生
活
と
な
っ
た
場
合
、
特
別
の
支

援
が
必
要
と
考
え
る
。

　

市
は
福
祉
避
難
所
と
し
て
何
か
所
を
指
定

し
て
い
る
の
か
、
不
足
す
る
場
合
を
考
え
、

新
た
な
福
祉
避
難
所
を
現
状
に
応
じ
て
指
定

す
る
考
え
は
な
い
か
聞
く
。

◦
市
民
生
活
部
長　

災
害
に
よ
る
被
害
を
軽

減
す
る
た
め
に
は
、
家
庭
や
地
域
の
十
分
な

準
備
や
訓
練
が
重
要
で
あ
る
。

　

平
成
23
年
度
は
、
地
域
の
実
情
に
合
わ
せ

た
防
災
訓
練
や
防
災
講
座
が
30
回
実
施
さ
れ

た
。
主
催
者
の
事
情
や
、
よ
り
多
く
の
方
に

参
加
し
て
い
た
だ
く
よ
う
、
土
曜
日
、
日
曜

日
に
実
施
さ
れ
た
。

　

平
日
の
防
災
訓
練
の
必
要
性
に
つ
い
て

は
、
災
害
へ
の
備
え
と
し
て
有
効
で
あ
る
の

で
、
機
会
を
と
ら
え
、
町
内
会
な
ど
に
提
案

し
て
い
く
。

　

地
域
防
災
計
画
で
は
、
災
害
の
発
生
や
そ

の
お
そ
れ
が
あ
る
と
き
に
は
、
市
内
８
つ
の

小
学
校
を
避
難
所
と
し
て
開
設
す
る
。
そ
の

後
、
特
別
な
配
慮
を
必
要
と
す
る
要
援
護
者

が
避
難
し
て
き
た
場
合
は
、
市
内
２
か
所
福

祉
セ
ン
タ
ー
及
び
第
２
福
祉
セ
ン
タ
ー
を
福

祉
避
難
所
と
し
て
開
設
す
る
。

　

新
た
な
福
祉
避
難
所
の
開
設
は
職
員
の

配
置
、
施
設
の
確
保
な
ど
の
問
題
が
あ
り

難
し
い
。

４
０
２
円
と
な
る
。
こ
れ
は
県
内
で
14
番
目

に
低
く
、
和
光
市
は
５
番
目
、
新
座
市
、
朝

霞
市
が
９
番
目
で
あ
る
。
ま
た
、
県
平
均
は

３
，
９
１
０
円
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
水

道
事
業
は
市
民
生
活
に
欠
か
す
こ
と
の
で
き

な
い
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
で
あ
り
、
安
定
し
て
供

給
し
て
い
く
た
め
に
、
計
画
的
な
設
備
更
新

や
耐
震
化
等
を
進
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

ま
た
、
外
的
要
因
と
し
て
電
気
料
金
の
値

上
げ
や
消
費
税
等
の
動
向
も
注
視
し
、
経
営

の
健
全
化
を
継
続
し
、
現
行
の
水
道
料
金
の

維
持
に
努
め
て
い
く
。

◦
市
長　

水
道
の
生
産
原
価
を
低
く
す
る
方

法
と
し
て
、
起
債
を
起
こ
さ
な
い
で
現
金
預

金
を
有
効
に
活
用
す
る
よ
う
に
と
い
う
提
言

に
つ
い
て
は
、
来
年
度
予
算
の
中
で
配
慮
し

て
い
く
。

　

ま
た
、
平
成
26
年
度
に
県
水
の
単
価
を
見

直
す
と
い
う
情
報
も
あ
り
、
そ
の
段
階
を
と

ら
え
適
正
な
料
金
を
設
定
し
て
い
く
。

防
災
対
策
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
住
居
表
示
板
に
つ
い
て

◉
鈴
木
議
員　

宗
岡
浄
水
場
は
耐
震
化
に
よ

り
、
災
害
時
で
も
安
心
な
水
の
供
給
が
で

き
る
。
こ
の
工
事
に
よ
り
借
入
金
が
大
き

く
、
来
年
度
で
も
元
利
合
計
で
約
２
億
７
，

４
０
０
万
円
の
支
払
い
が
あ
る
。ま
た
、ペ
ッ

ト
ボ
ト
ル
の
水
の
価
格
と
の
対
比
や
耐
震
化

な
ど
の
付
加
価
値
を
市
民
に
説
明
し
な
い

と
、
不
平
や
不
満
が
出
る
。
本
市
か
ら
転
出

し
た
方
か
ら
、
志
木
市
の
水
道
料
金
は
ど
う

し
て
あ
ん
な
に
高
か
っ
た
の
か
と
い
う
指
摘

が
あ
っ
た
。

　

生
産
原
価
を
低
く
す
る
方
法
と
し
て
起
債

に
よ
ら
ず
現
金
預
金
を
有
効
活
用
す
る
こ
と

も
必
要
と
考
え
る
。
料
金
表
を
見
る
と
、
基

本
料
金
と
使
用
水
量
に
よ
り
計
算
が
さ
れ
て

い
る
が
、
朝
霞
地
区
４
市
の
水
道
料
金
を
比

較
し
て
み
る
と
本
市
が
一
番
高
い
。
朝
霞
・

和
光
・
新
座
の
３
市
並
み
に
料
金
の
見
直
し

が
で
き
な
い
か
聞
く
。

◦
水
道
部
長　

水
道
事
業
は
、
地
方
公
営
企

業
法
の
適
用
に
よ
り
、
独
立
採
算
制
を
基
本

に
水
道
料
金
収
入
を
主
た
る
財
源
と
し
て
経

営
を
し
て
い
る
。

　

本
市
の
水
道
料
金
は
一
般
家
庭
の
１
か
月

当
た
り
の
平
均
使
用
料
で
あ
る
30
立
方
メ
ー

ト
ル
を
使
用
し
た
場
合
、消
費
税
込
み
で
３
，

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
予
防
接
種
費
用
の
助
成
に
つ
い
て

●
フ
ッ
素
塗
布
の
年
齢
拡
大
に
つ
い
て
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高浦 康彦
日本共産党

水谷 利美
日本共産党

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
ヤ
オ
コ
ー
出
店
に
つ
い
て

●
教
育
問
題
に
つ
い
て

●
税
金
の
問
題
に
つ
い
て

●
市
庁
舎
の
問
題
に
つ
い
て

●
市
民
病
院
に
つ
い
て

◦
市
民
生
活
部
長　

現
在
、
帰
宅
困
難
者
対

策
や
避
難
所
の
運
営
、
地
域
の
実
情
に
合
わ

せ
た
実
践
的
な
防
災
訓
練
、
災
害
時
要
援
護

者
台
帳
の
新
た
な
活
用
な
ど
を
含
め
た
素
案

を
作
成
中
で
あ
り
、素
案
が
ま
と
ま
り
次
第
、

市
民
意
見
公
募
手
続
き
に
基
づ
き
、
市
民
の

意
見
を
公
募
す
る
。

　

防
災
行
政
無
線
は
、
設
置
か
ら
既
に
19
年

が
経
過
を
し
て
お
り
、
設
備
の
老
朽
化
が
進

ん
で
い
る
。

　

デ
ジ
タ
ル
化
に
つ
い
て
は
、
ク
リ
ア
な
音

声
に
よ
る
放
送
な
ど
、
適
正
な
情
報
が
提
供

で
き
る
よ
う
地
域
防
災
計
画
の
見
直
し
の
中

で
進
め
て
い
く
。

　

家
具
転
倒
防
止
器
具
の
支
給
は
、
防
災
の

基
本
で
あ
る
自
助
の
範
囲
と
考
え
て
い
る
。

◉
高
浦
議
員　

防
災
計
画
の
策
定
に
当
た
っ

て
、
今
後
市
民
か
ら
の
意
見
や
提
案
の
集
約

は
ど
う
考
え
る
か
。

　

防
災
計
画
の
基
本
は
、事
前
の
予
防
対
策
、

応
急
対
策
、
復
旧
・
復
興
対
策
に
区
分
で
き

る
。
今
ま
で
の
教
訓
を
ど
の
よ
う
に
生
か
し

て
い
く
の
か
。
災
害
規
模
や
種
類
、
地
域
性

な
ど
今
後
の
計
画
策
定
に
ど
の
よ
う
に
組
み

込
ま
れ
る
の
か
。

　

行
政
デ
ジ
タ
ル
防
災
無
線
シ
ス
テ
ム
導
入

に
つ
い
て
は
、
平
成
13
年
度
か
ら
各
自
治
体

に
導
入
が
始
ま
っ
て
い
る
が
、
現
在
の
ア
ナ

ロ
グ
シ
ス
テ
ム
の
状
況
と
、
今
後
の
デ
ジ
タ

ル
化
へ
の
動
向
及
び
、
ア
ナ
ロ
グ
式
と
デ
ジ

タ
ル
方
式
の
メ
リ
ッ
ト
、
デ
メ
リ
ッ
ト
に
つ

い
て
、
さ
ら
に
本
市
と
し
て
デ
ジ
タ
ル
方
式

へ
の
導
入
は
検
討
さ
れ
る
の
か
。

　

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
で
家
具
の
転
倒
や

食
器
類
が
破
損
し
た
と
い
う
声
を
聞
い
て
い

る
。
家
具
転
倒
防
止
グ
ッ
ズ
を
高
齢
者
世
帯

や
障
が
い
者
世
帯
へ
の
支
給
す
る
こ
と
に
つ

い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
聞
く
。

◉
水
谷
議
員　

市
民
病
院
の
新
築
に
要
す
る

経
費
に
つ
い
て
建
物
、土
地
の
購
入
、医
療
機

器
、周
辺
整
備
、道
路
、上
下
水
道
な
ど
も
含
め

費
用
に
つ
い
て
。現
病
院
の
処
分
に
要
す
る
費

用
の
建
物
の
解
体
や
借
入
金
。ま
た
、処
理
や

土
地
の
売
却
額
に
つ
い
て
。新
病
院
完
成
後
に

継
続
し
て
ど
の
程
度
の
負
担
が
あ
る
の
か
。今

の
段
階
で
考
え
得
る
費
用
に
つ
い
て
。

　

指
定
管
理
者
が
一
定
以
上
の
利
益
が
出
た

と
き
に
、
市
が
配
分
を
求
め
る
べ
き
で
は
な

い
か
と
考
え
る
が
、
な
ぜ
求
め
な
い
の
か
。

指
定
管
理
者
選
定
委
員
会
の
人
選
や
委
員
会

の
公
開
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

る
か
聞
く
。

◦
市
長　

総
事
業
費
は
、40
億
８
，０
０
０
万

円
か
ら
現
病
院
の
土
地
売
却
代
な
ど
を
除
く

と
、市
の
負
担
額
は
約
４
億
４
，０
０
０
万
円

と
な
る
。

　

内
訳
は
、
土
地
購
入
費
が
約
１
億
５
，

０
０
０
万
円
、土
地
造
成
費
な
ど
に
約
１
億
７
，

０
０
０
万
円
、建
築
費
は
約
20
億
円
で
あ
り
、上

下
水
道
工
事
や
取
り
つ
け
道
路
な
ど
も
含
ん
だ

建
築
費
の
利
子
償
還
額
も
含
む
事
業
費
は
、約

26
億
７
，０
０
０
万
円
と
見
込
ん
で
い
る
。

　

医
療
機
器
等
は
約
６
億
円
、現
病
院
の
解
体

費
用
は
約
１
億
円
。現
病
院
の
一
括
償
還
額
は

約
３
億
円
で
あ
り
、総
事
業
費
に
含
ん
で
い
る
。

　

新
し
い
病
院
が
完
成
し
、
指
定
管
理
者
が

新
病
院
に
移
る
ま
で
の
３
年
間
は
毎
年
２
億

円
程
度
の
繰
り
入
れ
が
必
要
で
あ
る
。
こ
の

間
の
交
付
税
は
、
約
１
億
１
，
０
０
０
万
円

で
あ
る
。
新
病
院
に
移
行
し
た
後
、
市
が

指
定
管
理
者
に
経
常
的
に
負
担
す
る
金
額

は
、平
成
28
年
度
以
降
は
基
本
的
に
は
な
く
、

そ
れ
以
降
も
交
付
税
は
毎
年
約
１
億
１
，

０
０
０
万
円
交
付
さ
れ
る
。

　

今
回
の
制
度
は
、
利
用
料
金
制
と
し
て
お

り
利
益
が
出
れ
ば
指
定
管
理
者
の
経
営
努
力

の
結
果
で
あ
り
、
損
失
が
出
た
場
合
は
指
定

管
理
者
の
責
任
で
あ
り
、
補
填
す
る
こ
と
は

考
え
て
い
な
い
。

　

選
定
委
員
会
の
委
員
は
、
有
識
者
な
ど
３

名
か
ら
５
名
程
度
を
予
定
し
て
い
る
。
会
議

の
す
べ
て
を
公
開
す
る
の
は
難
し
い
が
、
応

募
事
業
者
の
プ
ロ
ポ
ー
ザ
ル
部
分
な
ど
は
公

開
が
で
き
る
よ
う
配
慮
す
る
。

防
災
対
策
に
つ
い
て

市
民
病
院
の
指
定
管
理
者
へ
の

移
行
に
際
し
て
の
諸
問
題
に
つ

い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
平
成
24
年
度
志
木
市
一
般
会
計
補
正
予
算

︵
第
２
号
︶
に
つ
い
て

●
国
民
健
康
保
険
制
度
に
つ
い
て

●
経
済
的
理
由
等
に
よ
る
滞
納
者
に
対
す
る

行
政
措
置
の
改
善
に
つ
い
て

●
子
ど
も
医
療
費
助
成
制
度
の
適
用
除
外
要

件
の
撤
廃
に
つ
い
て

●
防
災
対
策
に
つ
い
て
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小山 幹雄
しきの会

天田いづみ
リベラル市民２１

庁
舎
管
理
に
つ
い
て

◉
天
田
議
員　

支
援
を
要
す
る
子
ど
も
た

ち
へ
の
サ
ポ
ー
ト
に
つ
い
て
、
本
市
で
は
、

昨
年
度
か
ら
幼
稚
園
に
も
保
育
園
に
も

行
っ
て
い
な
い
児
童
の
抽
出
調
査
を
し
た

こ
と
が
わ
か
っ
た
。
当
然
の
こ
と
と
は
い

え
、
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ
に
目
を
向
け
て

一
軒
一
軒
漏
れ
な
く
調
査
を
し
て
い
く
と

い
う
の
は
、
行
政
の
責
任
と
し
て
重
要
な

こ
と
で
あ
り
、
１
１
８
名
の
う
ち
43
人
の

家
庭
に
対
し
て
訪
問
し
た
。

　

特
に
本
市
で
は
要
保
護
児
童
対
策
支
援
協

議
会
が
組
織
化
さ
れ
、
き
め
細
や
か
に
個
々

の
ケ
ー
ス
に
つ
い
て
支
援
を
さ
れ
て
い
る
こ

と
は
承
知
し
て
い
る
。
そ
う
い
っ
た
と
こ
ろ

に
乗
っ
て
い
か
な
い
方
た
ち
に
対
し
て
や
は

り
漏
れ
な
く
支
援
を
し
て
い
く
と
い
う
観
点

で
調
査
が
行
わ
れ
た
と
い
う
こ
と
自
体
、
私

は
あ
り
が
た
い
こ
と
だ
と
思
う
。
そ
の
調
査

状
況
に
つ
い
て
聞
く
。

◦
健
康
福
祉
部
長　

育
て
に
く
さ
を
持
っ
て

い
る
子
ど
も
の
養
育
者
の
中
に
は
、
育
て
方

が
わ
か
ら
な
い
、
育
児
が
不
安
で
あ
る
と
い

う
方
が
い
る
。

　

養
育
者
に
対
す
る
支
援
と
し
て
子
育
て

支
援
セ
ン
タ
ー
や
子
ど
も
と
家
庭
の
相
談

室
、
健
康
増
進
セ
ン
タ
ー
、
教
育
サ
ポ
ー

ト
セ
ン
タ
ー
の
各
機
関
で
相
談
支
援
を

行
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、昨
年
度
は
保
育
園
、幼
稚
園
に
通
っ

て
い
な
い
未
就
園
児
１
１
８
人
の
う
ち
市
の

関
係
機
関
で
把
握
で
き
て
い
な
い
43
人
を
訪

問
し
子
育
て
に
関
す
る
情
報
提
供
や
要
支
援

者
の
掘
り
起
こ
し
を
行
っ
た
。
43
人
に
つ
い

て
は
、
２
世
帯
は
居
住
実
態
が
無
く
、
残
り

の
41
人
に
つ
い
て
子
育
て
に
関
す
る
相
談
機

関
な
ど
の
情
報
提
供
や
説
明
を
し
た
。

　

特
に
フ
ォ
ロ
ー
が
必
要
だ
と
思
わ
れ
る

ケ
ー
ス
が
２
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
１
件
は

幼
稚
園
に
通
う
手
続
き
を
ワ
ー
カ
ー
が
支
援

を
し
た
。
他
の
１
件
に
つ
い
て
は
、
既
に
小

学
校
に
入
っ
て
お
り
、
教
育
サ
ポ
ー
ト
セ
ン

タ
ー
と
連
携
を
図
り
支
援
を
し
た
。

◦
市
長　

庁
舎
の
耐
震
化
に
つ
い
て
は
、
説

明
会
を
本
年
５
月
か
ら
６
月
に
か
け
、
６
回

開
催
し
た
。

　

こ
の
説
明
会
で
は
、
大
地
震
の
可
能
性
を

考
慮
す
る
と
早
期
に
実
施
す
べ
き
で
あ
る
、

あ
る
い
は
、
将
来
像
を
見
据
え
た
建
物
規
模

で
検
討
し
て
ほ
し
い
、
ま
た
、
事
業
費
が
市

民
の
負
担
に
な
ら
な
い
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

な
ど
の
意
見
が
あ
っ
た
。

　

ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
つ
い
て
は
、
９
月
末

ご
ろ
か
ら
配
布
し
、
市
民
に
協
力
を
お
願
い

す
る
。
調
査
の
内
容
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
説
明
会
で
説
明
を
し
て
い
る
４
つ
の
整
備

方
法
の
基
礎
的
な
情
報
を
も
と
に
、
庁
舎
耐

震
化
の
あ
り
方
に
つ
い
て
予
定
し
て
い
る
。

　

耐
震
化
は
大
き
な
行
政
課
題
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
結
果
や
議
会
か

ら
の
意
見
を
伺
う
中
で
よ
り
具
体
的
な
整
備

方
針
を
検
討
し
て
い
く
。

　

な
お
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
に
つ
い
て

は
12
月
ま
で
に
取
り
ま
と
め
る
よ
う
、
対

応
す
る
。

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
福
祉
対
策
に
つ
い
て

●
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て

そ
の
他
の
質
問
項
目

●
高
齢
者
福
祉
に
つ
い
て

●
学
校
教
育
に
つ
い
て

児
童
福
祉
に
つ
い
て

◉
小
山
議
員　

庁
舎
の
耐
震
問
題
に
つ
い
て

は
、
過
去
６
回
ほ
ど
、
地
震
に
伴
う
質
問
も

し
て
き
た
。
平
成
20
年
の
議
会
で
庁
舎
耐
震

問
題
を
取
り
上
げ
て
か
ら
、
も
う
４
年
が
経

過
し
た
。

　

過
去
の
答
弁
で
は
、
行
政
と
議
会
と
タ
イ

ア
ッ
プ
を
し
て
こ
の
問
題
を
解
決
し
て
い
き

た
い
と
い
う
市
長
答
弁
が
あ
っ
た
。

　

５
月
、
６
月
に
か
け
て
は
６
回
の
庁
舎
耐

震
の
説
明
会
を
市
民
に
行
い
、
９
月
、
10
月

に
か
け
市
民
に
対
し
て
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査

を
行
う
と
の
こ
と
だ
が
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト

調
査
の
内
容
に
よ
っ
て
は
、
本
当
に
耐
震
が

必
要
な
の
か
、
必
要
で
は
な
い
、
と
い
う
答

え
も
出
か
ね
な
い
。
ア
ン
ケ
ー
ト
の
調
査
内

容
に
つ
い
て
聞
く
。

　

ま
た
、
ア
ン
ケ
ー
ト
の
集
計
は
平
成
25
年

３
月
を
予
定
し
て
い
る
と
の
こ
と
だ
が
、
そ

の
時
期
を
早
め
ら
れ
な
い
か
聞
く
。

市役所庁舎
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議
会
の
豆
知
識

　 

本
会
議

　

全
議
員
が
議
場
に
集
ま
り
、
議
会
の
意

思
と
な
る
議
決
を
行
う
の
が
本
会
議
で

す
。
本
会
議
で
は
、
ま
ず
、
会
期
の
決
定

が
さ
れ
た
後
、
議
題
と
な
る
議
案
が
上
程

さ
れ
、
総
括
的
な
質
疑
が
行
わ
れ
ま
す
。

　

そ
し
て
各
委
員
会
の
審
査
後
、
最
終
日

に
議
決
を
行
い
ま
す
。
こ
の
本
会
議
で
の

議
決
が
、
市
議
会
と
し
て
の
最
終
意
思
の

決
定
（
議
決
）
と
な
り
ま
す
。
ま
た
本
会

議
で
、
質
疑
、
討
論
、
表
決
と
い
っ
た
一

連
の
過
程
の
こ
と
を
審
議
と
い
い
ま
す
。

　 

委
員
会
付
託

　

議
会
の
議
決
に
先
立
っ
て
詳
し
い
検
討

を
加
え
る
た
め
に
、
所
管
の
委
員
会
に
審

査
を
委
託
す
る
こ
と
を
い
い
ま
す
。

　 

委
員
会

　

本
会
議
に
提
出
さ
れ
た
議
案
な
ど
を

よ
り
専
門
的
・
効
率
的
に
審
査
す
る
た

め
、
少
人
数
の
議
員
で
構
成
さ
れ
た
機

関
で
す
。

　

議
会
だ
よ
り
や
会
議
録
に
掲
載

さ
れ
て
い
る
議
会
用
語
に
つ
い
て

解
説
し
ま
す
。

　

委
員
会
に
は
、
本
会
議
か
ら
付
託
さ
れ

た
議
案
や
請
願
等
を
審
査
す
る
常
任
委
員

会
、
議
会
の
運
営
を
図
る
た
め
の
議
会
運

営
委
員
会
、
ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
設
置

さ
れ
る
特
別
委
員
会
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
志
木
市
議
会
に
は
、
総
務
常
任

委
員
会
、
市
民
福
祉
常
任
委
員
会
、
文
教

都
市
常
任
委
員
会
の
３
つ
の
常
任
委
員
会

が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、委
員
会
に
お
い
て
、

付
託
を
受
け
た
議
案
、
請
願
等
を
議
論
し

一
応
の
結
論
を
出
す
過
程
の
こ
と
を
審
査

と
い
い
ま
す
。

　 

討
論

　

議
会
の
会
議
に
お
い
て
、
採
決
の
前
に

議
題
と
な
っ
て
い
る
案
件
に
対
し
、
賛
成

か
反
対
か
の
意
見
を
表
明
す
る
こ
と
を
い

い
ま
す
。

　 

決
議

　

市
議
会
の
意
思
を
対
外
的
に
表
明
す
る

行
為
の
こ
と
を
い
い
ま
す
。
法
的
な
根
拠

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
市
議
会
の
意
思
を
明

確
に
表
明
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

月　日 会議の内容

11月28日（水） 開 会

11月29日（木） 議案調査日

11月30日（金） 議案調査日

12月 ３ 日（月） 総 括 質 疑

12月 ４ 日（火） 議案調査日

12月 ５ 日（水） 議案調査日

12月 ６ 日（木） 常任委員会

12月 ７ 日（金） 常任委員会

12月10日（月） 議案調査日

12月11日（火） 議案調査日

12月12日（水） 一 般 質 問

12月13日（木） 一 般 質 問

12月14日（金） 一 般 質 問

12月17日（月） 議案調査日

12月18日（火） 議案調査日

12月19日（水） 閉 会

平成24年第４回(12月)定例会のお知らせ

支出日 件　　　名 支出額

７月12日 平成24年度
志木市商工会役員歓送迎会 3,000円

７月14日 自衛隊体育学校オリンピック壮行会 6,000円

７月26日 平成24年度
志木市町内会連合会役員懇親会 7,000円

７月28日 平成24年度城ヶ丘町内会夏まつり 3,000円

７月28日 平成24年度
福住町会夏祭り納涼の集い 3,000円

８月 ４ 日 平成24年度柏町内会納涼の集い 3,000円

８月 ８ 日 平成24年度
朝霞自衛隊協力会駐屯地納涼大会 5,000円

８月18日 平成24年度ニューハイツ町内会
夏祭り納涼盆踊り大会 3,000円

８月18日 平成24年度
中野町内会納涼盆踊り大会 3,000円

８月25日 平成24年度
宗岡六区町内会納涼盆踊り大会 3,000円

８月25日 平成24年度柳瀬川町内会納涼大会 3,000円

※９月の議長交際費の支出はありませんでした

※日程は予定であり、変更になることがあります

（議長交際費 平成24年７月～９月）
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市議会の傍聴にぜひお越しください

　市議会は、一般に公開され、どなたでも
傍聴することができます。傍聴は、市議会
活動に触れることができる身近な方法です
ので、ぜひ、傍聴にお越しください。傍聴
席は、一般席（70席）、車いす席がありま
す。傍聴する場合は、受付で住所・氏名を
記入していただきます。

私たちが編集しています

発行年月日 / 平成 24 年 11 月１日
発  行 / 志木市議会
　　　  〒 353-0002　埼玉県志木市中宗岡 1-1-1
　　　  TEL 048-473-1111　FAX 048-471-7091
編  集 / 議会だより編集委員会
　　　　委員長　　鈴木　　潔
　　　　副委員長　香川　武文
　　　　委　員　　高浦　康彦　　吉川　義郎　
　　　　　　　　　池ノ内秀夫　　

志木市立市民病院の事業経営形態見直しにおける、
さらなる議論構築に向けての決議

　志木市立市民病院の経営については、市民からも改善を望む多くの声が寄せられている中、
これまで志木市議会は、執行部に対し説明の機会を求めるとともに、迅速な情報開示を求め
てきた。
　しかしながら、執行部からは、志木市立市民病院経営の今後のあり方について、依然とし
て議会はもとより市民に対しても十分な説明がなされているとは言えない。
　ついては、市民福祉の向上及び志木市立市民病院の安定的な運営の観点から、速やかな経
営形態の見直しに向けて、執行部は、下記事項について万全の措置を講じられたい。

１．執行部は、志木市議会に対し、志木市立市民病院の事業経営形態見直しに向けて適切な
情報開示を行い、互いに真摯に議論すること。

２．執行部は、志木市立市民病院の事業経営形態見直しに向けて速やかに方向性を示すこと。
３．執行部は、上記重要課題に対し、市民にこれまで以上の説明責任を果たすこと。

　以上、決議する。
　平成２４年９月２６日　　　　　　　　　　　　　　　　　　　志木市議会
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